
令和 7 年 3 月

令和 7 年度 令和 16 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,541 円 3,812 円

2,541 円 3,798 円

2,541 円 3,791 円令和5年度 令和5年度

業 務 用 使 用 料 体 系 の

概 要 ・ 考 え 方
特になし

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の

概 要 ・ 考 え 方
特になし

条 例 上 の 使 用 料 *2

（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和3年度 実 質 的 な 使 用 料 *3

（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和3年度

令和4年度 令和4年度

処 理 場 数 1（上下水質管理センター）

広域化・共同化・最適化

実施状況*1
集合処理と個別処理を比較して集合処理（公共下水道）として整備を行う妥当な区域を設定し、汚水処理の最適化を図った。

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一般家庭用使用料体系の

概 要 ・ 考 え 方

府中

基本料金：1,271円（基本水量 10ｍ3)
従量料金：5段階

上下

基本料金：1,271円（基本水量 10ｍ3)
従量料金：5段階

全部適用

処 理 区 域 内 人 口 密 度 20.8 人/ha
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無

芦田川流域下水道へ接続
（府中処理分区）

処 理 区 数 2（府中処理分区、上下処理区）

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度

（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

平成9年度
（26年）

法適（全部適用・一部適

用 ）

非 適 の 区 分

別添２－2

府中市下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 広島県府中市

事 業 名 ： 特定環境保全公共下水道事業



③ 組　織

（２）民 間 活 力 の 活 用 等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

年度によって有収水量の増減はあるものの、過去5年間を通して有収水量は増加傾向となっている。令和31年度に汚水処理人口普及率100%を達成するため、今後
も汚水処理施設の整備を継続することから、年間有収水量は増加することが想定される。年間有収水量の予測値は、「府中市汚水処理施設整備構想」を勘案して
算出した。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

令和5年度の経営分析比較表を添付する。

処理区域内人口の予測

処理区位以内人口の予測にあたっては、令和元年度に策定された「府中市汚水処理施設整備構想」の推計値を根拠として、推計を行った。

有収水量の予測

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用

　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）

*4

エネルギー利用（下水熱・下水汚泥・発電等）は現時点で資産活用は行っていません。

 イ　土地・施設等利用

　　　（未利用土地・施設の活用等）

*5

土地・施設等利用（未利用土地・施設の活用等）は現時点で資産活用は行っていません。

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託

　　　（包括的民間委託を含む）

上下水質管理センターや雨水排水ポンプ場の維持管理は、仕様発注による運転管理委
託となっており、包括的民間委託は実施していません。

 イ　指定管理者制度
上下水質管理センターや雨水排水ポンプ場の維持管理は、仕様発注による運転管理委
託となっており指定管理者制は実施していません。

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ
上下水質管理センターや雨水排水ポンプ場の維持管理は、仕様発注による運転管理委
託となっており、PPP・PFIは実施していません。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

職 員 数

7人
事務職：4名
技術職：3名
※公共下水道、特定環境保全公共下水道の職員を含む

事 業 運 営 組 織
市管理組織としては、過去には水道課と下水道課により構成されていましたが、平成23年度に、水道課と下水道課において管
理職の人件費削減のため、上水下水道課として一つの課に統合されました。。その後、水道事業の広島県水道広域連合企業団
への参画に伴い、令和5年度に上水下水道課から下水道課に変更。



（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

組織の見通し

適切な人員配置を行う。

※将来の事業環境等を踏まえ、事業を継続する上での経営理念、基本方針等について記載すること。

※計画期間内における具体的な取組・目標等を記載すること。

使用料収入の見通し

令和31年度の汚水処理人口普及率を達成するため、今後も汚水処理施設の整備を継続していくため、年間有収水量の予測値が増加していくことが想定され、それ
に伴い下水道使用料の予測値も増加していくことが想定される。

施設の見通し

供用開始から15年以上経過しているため、機械・電気設備の更新時期を迎えている状況である。平成29年度にストックマネジメント計画を策定し、令

和3年度に第2回目の変更を実施しており、これに基づいて投資を抑制した効率的な老朽化施設の改築更新を実施していく予定である。



４．投資・財政計画（収支計画）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

※収支計画の策定に当たって反映した取組について具体的（時期、金額、対象施設等）に記載すること。
　＜取組例＞
　　　・民間の活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど）
　　　・職員給与費に関する事項
　　　・動力費に関する事項
　　　・薬品費に関する事項
　　　・修繕費に関する事項
　　　・委託費に関する事項
　　　・その他

目

標

収支計画の策定の前提となる長期投資試算の結果及びそれに基づく長期目標

※収支計画の策定に当たって反映した取組について具体的（対象施設、時期、金額等）に記載すること。
　　＜取組例＞
　　　　・投資の目標に関する事項
　　　　・管渠、処理場等の建設・更新に関する事項
　　　　・広域化・共同化・最適化に関する事項
　　　　・投資の平準化に関する事項
　　　　・民間の活力の活用に関する事項（PPP/PFIなど）
　　　　・防災・安全対策に関する事項
　　　　・その他

目

標

収支計画の策定の前提となる長期財源試算の結果及びそれに基づく長期目標

※収支計画の策定に当たって反映した取組について具体的（時期、金額、対象施設等）に記載すること。
　　＜取組例＞
　　　　・財源の目標に関する事項
　　　　・使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　　　　・企業債に関する事項
　　　　・繰入金に関する事項
　　　　・資産の有効活用に関する事項
　　　　・その他

※経費回収率の目標及び別添の原価計算表などを参考に原価計算の内訳などを記載し、見える化を図ること。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

（１）投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

特になし。

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、

改 定 等 に 関 す る 事 項
経営戦略はPDCAサイクルにより事後検証、更新等を実施して継続的に改善します。

薬品費に関する事項

修繕費に関する事項 修繕費は、増加傾向を示しておりますが、今後実施する老朽化施設の更新状況と修繕作業および修繕
費の推移を把握し、修繕計画の検討と次回の財政計画見直しの際に反映を行います。

委託費に関する事項
現在、上下水質管理センターと雨水排水ポンプ場の維持管理を、仕様発注方式により民間企業へ委託
しています。今後、市職員数の配置変更等を考慮し、包括的民間委託等の委託方法の変更について必
要に応じて検討していきます。

その他の取組 特になし。

民間活力の活用に関する事項

（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者

制度、PPP/PFIなど）

現段階では、民間資金・ノウハウ等の活用は検討していませんが、将来的に大規模な改修等の支出が
必要となり、市での資金確保が困難である場合には、PPP/PFIの導入について検討します。

職員給与費に関する事項
職員数、職員給与費ともに現状維持を見込んでいますが、今後、維持管理業務等の委託範囲が変更と
なった場合には、職員数の適正化を図る必要が生じる可能性があります。その場合は、委託によるメリッ
ト、デメリットを検討したうえで、判断を行います。

動力費に関する事項
老朽化設備の更新の際には、汚水量の減少に伴う設備能力の見直しや高効率な設備の導など動力費
の削減につながる設備への更新を行います。これらの取組による動力費への影響を把握し、次回の財
政計画見直しの際に反映を行います。

使用料の見直しに関する事項
下水道使用料については、平成29年度に改定率約10％の料金改定を行います。しかし、社会情勢や景
気の動向などにより、使用料収入の減少や支出の増大など経営への悪影響を及ぼす恐れがあるため、
今後も5年ごとに料金水準の妥当性を検討し、必要に応じて料金改定を行います。

資産活用による収入増加

の取組について

遊休資産の売却や貸付については、今後の施設運用により、遊休施設が発生する場合には、検討を行
います。

その他の取組 今後、その他の取組について検討事項が発生した場合には適宜検討を行っていきます。

投資の平準化に関する事項 今後の施設建設や改築事業量が集中しないよう、ストックマネジメント計画において平準化検討を行うと
ともに、引き続き資本費平準化債等の制度を活用していきます。

民間活力の活用に関する事項

（PPP/PFIなど）

現段階では、民間資金・ノウハウ等の活用は検討していませんが、将来的に大規模な改修等が必要とな
り、市での資金確保が困難となる場合には、PPP/PFIによる民間活力の活用を検討します。

その他の取組 特になし。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合

には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載する
*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

広域化・共同化・最適化に関する事項

都道府県構想の見直しに合わせて、汚水処理施設10年程度を目途に概成に向けた府中処理分区の下
水道計画区域の見直しの検討を行います。なお、見直しにあたっては、経済性だけでなく地域特性も考
慮し計画区域設定を行います。広域化として、府中処理分区と上下処理区の統廃合が考えられますが、
地域条件（接続距離）から現実的ではありません。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

特定環境保全公共下水道 （単位：千円，％）
年　　　　　　度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

前々年度 前年度 本年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度
区　　　　　　分 （決算） （決算） (決算見込)

１． (A) 17,615 17,645 17,679 17,696 17,483 17,336 21,339 21,158 20,962 20,780 20,585 20,404 20,208 27,583
(1) 17,615 17,645 17,679 17,696 17,483 17,336 21,339 21,158 20,962 20,780 20,585 20,404 20,208 27,583
(2) (B)
(3)
２． 25,488 34,537 21,111 13,871 15,112 14,015 13,445 13,501 13,497 13,682 13,884 13,798 13,928 14,192
(1) 20,039 29,082 15,674 8,460 9,701 8,882 8,467 8,523 8,519 8,704 8,906 8,820 8,950 8,883

20,039 29,082 15,674 8,460 9,701 8,882 8,467 8,523 8,519 8,704 8,906 8,820 8,950 8,883

(2) 5,411 5,411 5,411 5,411 5,411 5,133 4,978 4,978 4,978 4,978 4,978 4,978 4,978 5,309
(3) 38 44 26

(C) 43,103 52,182 38,790 31,567 32,595 31,351 34,784 34,659 34,459 34,462 34,469 34,202 34,136 41,775
１． 28,277 28,258 29,175 30,469 31,754 30,750 30,164 30,204 30,152 30,183 30,311 30,151 30,170 15,346
(1) 1,785 2,448 3,558 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

1,021 1,177 1,421 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
209 799

764 1,062 1,338 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
(2) 10,026 9,344 9,151 11,203 12,488 12,527 12,525 12,565 12,513 12,542 12,668 12,508 12,527 12,546

603 686 671 676 673 673 672 671 671 671 671 671 670 669
4,009 1,551 686 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

5,414 7,107 7,794 8,827 10,115 10,154 10,153 10,194 10,142 10,171 10,297 10,137 10,157 10,177
(3) 16,466 16,466 16,466 16,466 16,466 15,423 14,839 14,839 14,839 14,841 14,843 14,843 14,843
２． 2,649 2,582 2,059 1,037 756 543 389 284 201 136 80 34 13 38
(1) 2,020 1,688 1,357 1,037 756 543 389 284 201 136 80 34 13 38
(2) 629 894 702

(D) 30,926 30,840 31,234 31,506 32,510 31,293 30,553 30,488 30,353 30,319 30,391 30,185 30,183 15,384
(E) 12,177 21,342 7,556 61 85 58 4,231 4,171 4,106 4,143 4,078 4,017 3,953 26,391
(F) 154
(G) 60 647
(H) △ 60 △ 493

12,117 21,342 7,063 61 85 58 4,231 4,171 4,106 4,143 4,078 4,017 3,953 26,391
(I) 18,114 110,646 110,792 110,874 110,918 115,137 115,096 115,123 115,225 115,199 115,151 115,174
(J) 21,489 41,386 45,701 44,560 45,527 47,708 51,962 57,241 63,809 70,982 78,289 87,123 96,330 97,115

2,596 3,866 3,088 2,587 2,556 2,535 2,512 2,490 2,467 2,446 2,423 2,401 2,378 2,357
(K) 15,492 16,580 14,904 12,673 10,850 8,365 7,315 5,951 5,417 5,311 3,776 3,354 2,812 2,711

14,283 13,797 12,762 10,142 8,146 5,656 4,606 3,237 2,710 2,600 1,048 648 103

1,041 2,593 1,908 1,876 2,049 2,054 2,054 2,059 2,052 2,056 2,073 2,051 2,054 2,056
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 17,615 17,645 17,679 17,696 17,483 17,336 21,339 21,158 20,962 20,780 20,585 20,404 20,208 27,583

(N)

(O)

(P)

令和3年度

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費

支 払 利 息
そ の 他

動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

流 動 負 債

経 常 損 益 (C)-(D)
特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入
収 入 計

支 出 計

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

特定環境保全公共下水道 （単位：千円）
年　　　　　度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

前々年度 前年度 本年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

区　　　　　分 （決算） （決算） (決算見込)

１． 7,200

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

(A) 7,200

(B)

(C) 7,200

１． 57 57 17,504

２． 14,409 14,283 13,797 12,762 10,142 8,146 5,656 4,606 3,237 2,710 2,600 1,048 648 103

３．

４．

５．

(D) 14,409 14,283 13,797 12,762 10,142 8,146 5,656 4,606 3,294 2,767 2,600 1,048 648 17,607

(E) 14,409 14,283 13,797 12,762 10,142 8,146 5,656 4,606 3,294 2,767 2,600 1,048 648 10,407

１． 2,292 11,055 6,734 12,762 10,142 8,146 5,656 4,606 3,289 2,762 2,600 1,048 648 8,816

２． 12,117 3,228 7,063

３．

４． 5 5 1,591

(F) 14,409 14,283 13,797 12,762 10,142 8,146 5,656 4,606 3,294 2,767 2,600 1,048 648 10,407

(G)

(H) 79,739 65,456 51,658 38,896 28,754 20,608 14,952 10,346 7,109 4,399 1,799 751 103 7,200

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

前々年度 前年度 本年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

区　　　　　分 （決算） （決算） (決算見込)

20,039 29,082 15,674 8,460 9,701 8,882 8,467 8,523 8,519 8,704 8,906 8,820 8,950 8,883

7,435 6,844 8,674 8,260 9,401 8,582 8,267 8,323 8,319 8,404 8,606 8,520 8,650 8,483

12,604 22,238 7,000 200 300 300 200 200 200 300 300 300 300 400

20,039 29,082 15,674 8,460 9,701 8,882 8,467 8,523 8,519 8,704 8,906 8,820 8,950 8,883

令和3年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国（都道府県）補助金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

計

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他会計長期借入返還金

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和3年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金



供用開始年月日 年 月 日

処理区域内人口 人

計算期間 自 年 月至 年 月

（　 　年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

17,679 20,784 20,784

0

0

17,679 20,784 0 20,784

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0

諸 手 当 0

福 利 費 0

590 1,462 1,462

0

0

964 1,061 1,061

694 503 503

2,248 3,026 0 3,026

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

294 671 264 407

96 238 238

0

0

807 888 888

14 10 10

1,211 1,807 264 1,543

給 料 1,421 1,400 1,400

諸 手 当 1,672 900 900

福 利 費 465 500 500

5,310 6,815 6,815

282 311 311

802 582 582

9,952 10,508 0 10,508

1,357 247 33 214

16,466 15,086 12,942 2,144

0

17,823 15,333 12,975 2,358小 計

小 計

一
 

般
 

管
 

理
 

費

人
件
費

流域下水道管理運営費負担金

委 託 料

そ の 他

小 計

資
本
費

支 払 利 息

減 価 償 却 費

企 業 債 取 扱 諸 費

小 計

処
理
場
費

人
件
費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

委 託 料

そ の 他

小 計

ポ
ン
プ
場
費

人
件
費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

委 託 料

そ の 他

管
渠
費

人
件
費

給 料

修 繕 費

材 料 費

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

使 用 料 (X)

原価計算表

収　入　の　部

項 目
金　　　　　　　　額



　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

31,234 30,674 13,239 17,435

17,435

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 1.19

＜使用料水準についての説明＞

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる
場合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係
るもの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、
「下水道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境
等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。


